
  

※1 生駒市は生駒市民の生活の安心・安全を守るのが仕事です。 
市民が危険を訴えている事実を知りながら、都計法で手続きに違反がなければ

開発許可を出すというのは、市民を守る生駒市が市民を無視しているに他なり

ません。生駒市は不動産業者ではありません。 

  我々は開発に反対しているのではありません。 

※2 『自治会と一定の合意形成を図るように指導してきました』とありますが、 

   自治会に説明がないにもかかわらず「地元との合意形成はできている」と

して、県、警察などとの協議を進めた。 

※3 交通量推計調査の実施を指導したというが、調査の結果が示されないのはな

ぜか。調査結果なしで自治会抜きの４者で協議というのも不自然。 

※1 

※2 

令和 4年 3 月 5日  公聴会開催（当自治会から約 70 名の公述申出書提出、 
          約 20 名の参加、7 名の公述）。この時点で自治会は開発計画

を初めて知った。 
          関係 6 自治会全てから「業者の説明が一切なし。市の事業

か？」の声。紛糾。 
令和 4 年 3 月 14 日  自治会から生駒市へ「生駒市、開発業者の地元説明会の開

催」要望書提出 
令和 4 年 3 月 31 日  市議会議長、自治連合会、警察、学識経験者からなる都市

計画審議会開催 
「地元との合意形成をはかれ。」「原案ありきのアリバイ作りはダメ！」との意見 

令和 4年 4 月 13日  自治会から、生駒市都市計画課に「公聴会での疑問点や不安
点についての回答」「役所（奈良県・生駒市）、開発事業者、
地元の３者協議の実施」についての説明会を開催するよう要
望書提出 

令和 4年 5 月 21日  生駒市から特別対策委員会への説明会開催。           

令和 4 年 6 月 8 日   市長からの回答には業者へ「別ルートの検討を指導してい

る」との内容  

令和 4年 7 月 18日  業者の自治会への説明会開催 

           業者は「計画は変更しない(幹線道路を小学校西側に接

続）」で紛糾！ 

令和 4年 10 月 29日  業者単独説明会開催 

           当自治会への説明会開催を打診されたが、業者は「計画は

変更しない」の一点張りであった為、当自治会として説明

会は無理と返答。業者は地元から離れた○○で説明会開催 

           当自治会参加者 11名（反対の立場） 

  

 
令和 5年 2 月     当自治会への説明会開催を打診されたが、業者は「計画は 

変更しない」の一点張りで、当自治会として説明会は無理

と返答。業者は地元から離れた○○で説明会開催。 

最後に「市は地元の合意がなくても申請を県に上げる」と

言っていると発言。 

           当自治会参加者 1名（反対の立場） 

           交通量、将来推移計画、具体的説明一切なし 

※4 

※4 当自治会との合意形成は全くでき
ていないし、開発計画の熟度は高ま
っていない！なのに事業者から開発
許可申請が予定されているのはなぜ
か？ 

※3 
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※5 

※6 

市建築課の部分的な狭窄（物理的に狭くする事）とはこのような対策です。 
幼稚園南側の道路 8 か所に杭が打たれます。この計画は自治会・隣接地主の
同意が必要です。自治会は反対です。 

※5 これらの交通安全対策案は、小学校西側に道路を接続する事によって交
通量が増え、住民が危険にさらされる可能性が高まる事を生駒
市が認めていることに他なりません。 

      

     ③「通過交通の侵入対策として、部分的な狭窄（物理的に狭くする事）   

によりドライバーが心理的に侵入しづらい状況を作り出す」とあるが、

設置個所の自治会、住民の説明、同意もなく、生活道路に設置するとい

うのは、住民無視の都市計画の不備を当自治会の住民に押し付けている

ということである。 

生駒市は、小学校西側に幹線道路を接続しなくても済む「別ルートを

検討」してもらいたい。 

     また、「立哨指導に加え、今後の交通状況に応じ、警察との連携や、

本市職員による立哨などの実施」とあるが、人件費を使って永久に続け

られるのか。一時しのぎの逃げ口上では許されない。生駒市で用地買収

をして既存(さつき台側)の道路を活用するのがより現実的である。 
 

  ※6 令和 5年 3月 副市長と面会した際、副市長は 

   「地元との合意形成がなくても申請は県に上げる。文句がある
のであれば、県に言え。」と発言しています。 

   自治会は市民の生活を守る立場である市当局のこのような姿勢に納得が

いきません。 

 

当自治会としては、これまで通り、 
「小学校西側に幹線道路を接続する計画」に、反対します。 
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